
事業の内容

条件（対象者、対象行為、補助率等）

事業イメージ
事業目的・概要
地域の再生可能エネルギーや未利用熱を一定規模のエリアで面的に利用
する分散型エネルギーシステムの構築は、大幅な省エネルギー化やエネル
ギーコスト低減、エネルギーの真の地産地消に加え、非常時のエネルギー
源確保に効果的ですが、系統線と区別した電力自営線の敷設による高
額な導入コストや工事の大規模化が普及への課題となっています。

 このような課題を解決するため、地域の再生可能エネルギーと蓄電池等の
調整力、系統線を活用して電力を面的に利用する新たなエネルギーシス
テム（地域マイクログリッド）を構築することにより、自営線敷設にかかるコ
ストの低減や大規模工事が不要となるため、多くの地域への導入が見込
まれ、地域再エネの有効活用が可能となります。

 また、大規模電源の調整力に頼っている需給調整を下位系統で一定程
度賄うことで、災害等による大規模停電時でも上位系統から解列して電
力供給可能な自立型の電力システムとしての活用が期待できます。

本事業では、先例となる事業モデルの構築を支援することで、地域マイクロ
グリッドの自立的普及を目指します。令和２年度はまず、制度化に向けた
課題整理に資するマスタープラン作成及びモデル構築を支援します。

成果目標
令和2年度から令和4年度までの3年間の事業であり、12件程度の先例
モデル構築を通じて、地域マイクログリッドの制度化及び普及を目指します。

地域の系統線を活用したエネルギー面的利用事業費補助金
令和2年度予算額 17.3億円（新規）

資源エネルギー庁
省エネルギー・新エネルギー部
新エネルギーシステム課
03-3580-2492

民間事業者等（地方公
共団体との共同申請）

補助(定額)

国 民間団体等
補助(2/3、3/4)

（１）地域マイクログリッド構築支援事業

 地域にある再生可能エネルギーを活用し、平常時は下位系統の潮流
を把握・制御し、災害等による大規模停電時には自立して電力を供
給できる「地域マイクログリッド」を構築しようとする民間事業者等（地
方公共団体との共同申請）に対し、構築に必要な費用の一部を支
援します。【補助率：2/3以内】

（２）マスタープラン作成事業

 地域マイクログリッド構築に向けた導入可能性調査を含む事業計画
「マスタープラン」を作成しようとする民間事業者等（地方公共団体と
の共同申請）に対し、プラン作成に必要な費用の一部を支援します。
【補助率：3/4以内】

需給調整
システム

蓄電池
バイオ発電

大規模
停電時
に遮断

大規模停電時に遮断 大規模
停電時
に遮断

需給
調整力

地域の需要

地域の再エネ

・平常時は下位系統で潮流を制御し地域再エネを有効活用
・災害等による大規模停電時には、他の連系線から解列し自
立的運用

＜地域マイクログリッド構築イメージ＞

※固定価格買取制度の認定対象設備は補助対象経費に含まない

コジェネ

エネルギーの真の地産地消
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